
５．１

内

容

備

考

形態分類は改正により平成１７年１月１日以降の出願日（遡及日、優先権主張日を考慮した日）

または公知日を持つ案件には付与されない。

画像意匠分類は、改正により平成１９年４月１日以降の出願日（遡及日を考慮した日）、

または平成１７年１月１日以降の公知日を持つ案件に付与される。

　＊改正による画像意匠分類付与の基準日は、出願日、公知日ともに平成１９年４月１日以降

データ形式

項目名称

特殊項目説明表

意匠分類 全１０桁

コード
INDEX Ｂ０１６０ ＶＥＲ

　Ａ　　　　　　　：　グループ　　　　　英字

　Ｂ　　　　　　　：　大分類　　　　　　数字

　を持つ案件に画像意匠分類が付与される。

　であるが、サーチ効率を考慮して、公知日に関してのみ、平成１７年１月１日以降の公知日

　小分類及び形態分類／画像意匠分類の値により、構成桁数は変化する。

整理標準化
データ
コード表

タイプ＆
レングス

　Ｃ1Ｃ2Ｃ3Ｃ4Ｃ5　：　小分類　　　　　　数字・左詰、最大５桁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英字・左詰、最大３桁

　Ｄ1Ｄ2Ｄ3　　　　：　形態分類／画像意匠分類
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